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○目黒区公益通報者保護条例 

平成１７年１２月 

目黒区条例第５９号 

目黒区公益通報者保護条例 

（目的） 

第１条 この条例は、公益通報が迅速かつ公正に取り扱われる仕組みについて必

要な事項を定めるとともに、公益通報をしたことを理由とする不利益取扱いを

禁止することにより、公益通報者を保護し、もって透明かつ公正な区政を実現

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定す

る一般職に属する職員及び同条第３項に規定する特別職に属する職員（区議

会議員、区長、副区長、教育委員会の教育長及び委員、選挙管理委員会委員

並びに監査委員を除く。）をいう。 

(2) 職員等 次に掲げるものをいう。 

ア 職員 

イ 目黒区（以下「区」という。）から事務又は事業を受託したもの（第５

条第１項に規定する公益通報処理契約の受託者を除く。以下「受託者」と

いう。）及びその役員並びに当該受託業務に従事している者 

ウ 指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）及びその役員並びにその

管理する公の施設の当該管理の業務に従事している者 

エ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法

律（昭和６０年法律第８８号）に基づき区の業務に従事している者 

オ アからエまでに掲げるものであったもの 

(3) 公益通報 職員等が知り得た行政運営上の違法又は不当な行為に関して
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行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。 

(4) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。 

（一部改正〔平成１９年条例１号・２４年４３号・２７年１４号〕） 

（公益通報） 

第３条 職員等は、区の事務若しくは事業、受託者の当該受託業務又は指定管理

者が管理する公の施設の当該管理の業務に関し、次の各号のいずれかに該当す

る事実があると思料するときは、第６条第１項に規定する公益通報者保護委員

に対し、公益通報をすることができる。 

(1) 法令等に違反し、又は違反することとなるおそれのある事実 

(2) 人の生命、健康、財産その他の権利利益を害し、又はこれらに重大な影響

を与えるおそれのある事実（前号に該当する事実を除く。） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、行政運営上の不当な事実 

２ 職員等は、原則として実名によって公益通報をしなければならない。ただし、

前項各号に掲げる事実（以下「違反等の事実」という。）があることについて

客観的に証明できる資料がある場合は、この限りでない。 

（不利益取扱いの禁止） 

第４条 公益通報者は、正当な公益通報をしたことを理由として、いかなる不利

益取扱いも受けない。 

２ 正当な公益通報をしたことを理由として不利益取扱いを受けた公益通報者は、

その旨を第６条第１項に規定する公益通報者保護委員に申し出ることができる。

この場合において、当該公益通報者が当該公益通報を行った後に受けた不利益

取扱いは、特段の理由がない限り、当該公益通報をしたことを理由としてなさ

れたものと推定する。 

（公益通報の処理に関する契約） 

第５条 区長は、弁護士との間において、次条第１項に掲げる職務の執行を内容

とする契約（以下「公益通報処理契約」という。）を締結するものとする。 

２ 前項の規定により公益通報処理契約を締結する場合において、区長は、引き

続き３年を超えて、同一の者と公益通報処理契約を締結してはならない。 
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３ 第１項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当する者と公

益通報処理契約を締結してはならない。 

(1) 懲戒処分により、弁護士の業務を停止された者で現にその処分を受けてい

るもの 

(2) 区議会議員 

(3) 区長、副区長、教育委員会の教育長及び委員、選挙管理委員会委員並びに

監査委員 

(4) 職員等 

(5) 第３号に掲げる者と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者 

（一部改正〔平成１９年条例１号・２７年１４号〕） 

（公益通報者保護委員の職務） 

第６条 公益通報処理契約を締結した者（以下「公益通報者保護委員」という。）

は、次の職務に従事する。 

(1) 公益通報及び不利益取扱いの申出の受付、調査及び報告に関すること。 

(2) 第１３条第５項の規定による措置に関すること。 

(3) 公益通報をしようとする職員等からの当該事案に係る違法性の有無等に

関する事前相談に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務 

２ 複数の者と公益通報処理契約を締結した場合には、各公益通報者保護委員は、

それぞれ独立してその職務を行う。 

（公益通報者保護委員の責務） 

第７条 公益通報者保護委員は、公益通報又は不利益取扱いの申出があったとき

は、誠実にその内容を聴取し、趣旨の確認に努めなければならない。 

２ 公益通報者保護委員は、この条例に基づく報告、公表等を行う場合を除き、

職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。公益通報者保護委員でなく

なった後も、同様とする。 

（特定の事件についての制限） 

第８条 公益通報者保護委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若
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しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する

業務に直接の利害関係のある事件については、調査することができない。 

（公益通報処理契約の解除） 

第９条 区長は、公益通報者保護委員が弁護士でなくなったとき又は第５条第３

項の規定に該当することとなったときは、公益通報処理契約を解除しなければ

ならない。 

２ 区長は、公益通報者保護委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認

めるとき、公益通報者保護委員に公益通報処理契約に係る義務に違反する事実

があると認めるときその他公益通報者保護委員と公益通報処理契約を締結して

いることが著しく不適当であると認めるときは、公益通報処理契約を解除する

ことができる。 

（公益通報等の取扱い） 

第１０条 公益通報者保護委員は、公益通報又は不利益取扱いの申出が他人の正

当な利益を害する不正の目的によるものと認められるときは、これを受け付け

ないことができる。 

２ 公益通報者保護委員は、公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けたとき

は、直ちにその概要を区長に報告しなければならない。 

３ 前項の規定による報告に当たっては、公益通報者又は不利益取扱いの申出を

した者の氏名その他の本人を特定することができる事項は、報告しない。ただ

し、特に必要があると認める場合においてあらかじめ本人の同意を得たとき又

は本人から特に依頼があったときは、報告することができる。 

（公益通報者保護委員の調査） 

第１１条 公益通報者保護委員は、前条第２項の規定による報告の後、速やかに

当該公益通報又は不利益取扱いの申出について調査を開始しなければならない。 

２ 区及び職員等は、前項の調査に協力しなければならない。 

（調査結果の報告等） 

第１２条 公益通報者保護委員は、調査の結果、違反等の事実又は不利益取扱い

があると認めるときは、その内容を明らかにする資料を添えて区長に報告しな
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ければならない。 

２ 公益通報者保護委員は、調査の結果、違反等の事実若しくは不利益取扱いが

ないと認めるとき又は調査を尽くしても違反等の事実若しくは不利益取扱いの

存否が明らかにならないときは、その旨を区長に報告しなければならない。 

３ 公益通報者保護委員は、公益通報者又は不利益取扱いの申出をした者に対し、

調査の結果を報告しなければならない。ただし、匿名による場合又は本人が報

告を希望しない場合は、この限りでない。 

（改善等の措置） 

第１３条 区長は、前条第１項の規定による報告により違反等の事実があると認

めるときは、その改善又は防止のため必要な措置を講じ、又は当該措置を講ず

るよう勧告しなければならない。 

２ 区長は、前条第１項の規定による報告により公益通報者が不利益取扱いを受

けたと認めるときは、当該不利益取扱いの取消し、中止その他必要な措置を講

じ、又は当該不利益取扱いを行ったものに対して当該措置を講ずるよう勧告し

なければならない。 

３ 区長は、前２項の規定により改善等の措置を行ったときは、当該措置に至る

経緯及びその内容等について速やかに公表しなければならない。 

４ 区長は、第１項又は第２項の勧告を受けたものが正当な理由なく当該勧告に

従わないときは、その旨を公表することができる。 

５ 公益通報者保護委員は、区長が第１項、第２項及び前項の規定による措置を

とらないときは、公表その他の是正のために必要な措置を講ずることができる。

この場合において、複数の公益通報者保護委員がいるときは、あらかじめ合議

の上行うものとする。 

（職員等の責務） 

第１４条 職員等は、公益通報をするに当たっては、客観的な資料に基づき誠実

に行うよう努めなければならない。 

２ 公益通報者保護委員の調査に協力した職員等は、調査により知り得た秘密を

漏らしてはならない。 
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（運用状況の公表） 

第１５条 区長は、毎年度、この条例の運用状況について、区民に公表するもの

とする。 

（運用上の配慮） 

第１６条 この条例の運用に当たっては、関係者の人権が不当に侵害されないよ

う配慮されなければならない。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年３月１５日条例第１号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則（平成２４年９月２８日条例第４３号） 

この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。 

付 則（平成２７年３月１０日条例第１４号抄） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

７ 改正法附則第２条第１項の場合においては、第６条の規定による改正後の目

黒区公益通報者保護条例第２条及び第５条第３項の規定は適用せず、第６条の

規定による改正前の目黒区公益通報者保護条例第２条及び第５条第３項の規定

は、なおその効力を有する。 

 


